
◎ 4月分 → 5月の納期限（通常5月10日）まで

◎ 5月分以降、翌月の納期限まで

<例>　この届出書を提出した日が3月である場合の納入

◎ 12月～3月分まで → 4月の納期限（通常4月10日）まで

3 月分 〔納期限 4 月 10 日〕 より通常の納入（各月ごと）へ変更します。

【通常の納入への変更】
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氏名または名称
および代表者名2 年 3

株式会社　こまつしまし

代表取締役　　山桃　瑞光月 25 日提出
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徳島県小松島市横須町１番１号
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花　みずき

はな　みずき

32 － 3928
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【届出理由】

（あて先）   小松島市長 法人番号

〒773-8501　徳島県小松島市横須町１番１号
小松島市役所　総務部税務課　納税普及担当
電話　0885-32-3928　ＦＡＸ　0885-33-3401

　【注意事項】

１．

２．

電話
番号

0885

☑ １． 給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなったため

□ ２． その他

記載例

　【提出および問い合わせ先】

３．

届出者が個人である場合には、その住所および氏名を、法人
である場合には本店または主たる事務所の所在地、名称、代
表者氏名および法人番号をそれぞれ記入のうえ押印してくだ
さい。

この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納
期の特例の期間から納期の特例の承認の効力が失われるこ
とになります。
※給与の支払を受ける者が常時10人未満となったことにより、
再び納期の特例の承認を受けようとする場合は、改めて申請
が必要となります。

この届出書を提出した場合には、提出日の属する月分以前に
徴収した税額はその提出日の翌月10日（土曜、日曜、祝日の
場合は、金融機関等の翌営業日）までに納入し、その後に特
別徴収した税額は通常の納期限までに納入してください。
※左記の<例>を参照のこと

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いたので、小松島市市税賦課徴収条例第４６条の４の規定により届出します。

特別徴収義務者
指定番号

担当者
連絡先

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

〒 773 8501 0

代表者

之印


